
令 和 ４ 年
４月１日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
（
人
事
課
）
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訓

令

山
口
県
訓
令
第
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

会

計

管

理

局

山

口

県

教

育

庁

各

教

育

機

関

山
口
県
警
察
本
部

各

警

察

署

山
口
県
議
会
事
務
局

山
口
県
監
査
委
員
事
務
局

山
口
県
人
事
委
員
会
事
務
局

山
口
県
労
働
委
員
会
事
務
局

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
口
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

八
条
第
一
号
中
「
及
び
会
計
管
理
者
（
会
計
課
長
が
軽
易
と
認
め
る
事
案
に
あ
つ
て
は
、
会
計
課

長
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
三
号
と

し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

条
例
、
規
則
、
訓
令
及
び
告
示
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
（
予
算
に
関
係
の
あ
る
も
の

に
限
る
。
）
。

会
計
管
理
者
（
会
計
課
長
が
軽
易
と
認
め
る
事
案
に
あ
つ
て
は
、
会
計
課
長
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
八
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
総
務
部
長
及
び
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条

第
四
号
と
し
、
同
条
中
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
六
号
と
し
、
第
十
号

を
第
七
号
と
し
、
同
条
第
十
一
号
中
「
あ
る
も
の
」
の
下
に
「
（
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を

加
え
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
す
る
。

別
表
第
一
の
⚑
の
表
⚑
の
項
の
⑴
の
ア
の
❞
中
「会

計
課
長

」
を
削
り
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❡
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

❡
委
託
料

400万
円
以
上
の
場
合

〇

会
計
課
長

100万
円
以
上
400万

円
未
満
の
場
合

〇

会
計
課
長

100万
円
未
満
の
場
合

〇

別
表
第
一
の
⚑
の
表
⚑
の
項
の
⑴
の
ア
の
❢
中
「会

計
管
理
者
（
会
計
課
長
経
由
）

」
を
「会

計
課

2,000万
円
以
上
5,000

万
円
未
満
の
場
合

〇

総
務
部
長
（
管

財
課
長
及
び
財

政
課
長
経
由
）

会
計
管
理
者

（
会
計
課
長
経

由
）

「

長

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❣
中

」

を
削
り
、
「2,000万

円
未
満

」
を
「5,000万

円
未
満

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❤
中
「会

計
課

長
物
品
管
理
課
長

」
を
「物

品
管
理
課
長

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❥
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。❥

負
担

金
、
補
助

及
び
交
付

金

負
担
金
及
び

交
付
金

1,000万
円
以
上
の
場

合

〇

財
政
課
長
会

計
課
長

300万
円
以
上
1,000万

円
未
満
の
場
合

〇

一

令和４年４月１日 金曜日 山 口 県 報 （号 外−22）














目

次
















300万
円
未
満
の
場
合

〇

補
助
金

300万
円
以
上
の
場
合

〇

財
政
課
長
会

計
課
長

300万
円
未
満
の
場
合

〇

別
表
第
一
の
⚑
の
表
⚑
の
項
の
⑴
の
ア
の
❦
中
「3,000万

円

」
を
「1,000万

円

」
に
、
「総

務
部

長
（
財
政
課
長
経
由
）
会
計
管
理
者
（
会
計
課
長
経
由
）

」
を
「財

政
課
長
会
計
課
長

」
に
改

〇

総
務
部
長
（
財

政
課
長
経
由
）

会
計
管
理
者

（
会
計
課
長
経

由
）

「

め
、
「財

政
課
長
会
計
課
長

」
を
削
り
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❧
中

」

〇

財
政
課
長
会

計
課
長

「
を

に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❨
中
「会

計
管
理
者
（
会
計
課
長
経

」

会
計
課
長

「
を
」

「

由
）

」
を
削
り
、

に
、
「。
）

会
計
課
長

」
を

」

〇

総
務
部
長
（
財

政
課
長
経
由
）

会
計
管
理
者

（
会
計
課
長
経

由
）

「

「。
）

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❩
中

」
を

〇

財
政
課
長
会

計
課
長

「

に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❪
中
「総

務
部
長
（
財
政
課
長
経
由
）

」

会
計
管
理
者
（
会
計
課
長
経
由
）

」
を
「財

政
課
長

」
に
、
「財

政
課
長
会
計
課
長

」
を
「財

政
課
長

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❫
中
「総

務
部
長
（
財
政
課
長
経
由
）
会
計
管
理
者
（
会
計
課

長
経
由
）

」
を
「財
政
課
長
会
計
課
長

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
ア
の
❬
中

１
億
円
以
上
の
場
合

〇

総
務
部
長
（
財

政
課
長
経
由
）

会
計
管
理
者

（
会
計
課
長
経

由
）

「

及
び
「⚑

億
円
未
満

」
を
削
り
、
「財

」

政
課
長
会
計
課
長

」
を
「財

政
課
長

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
イ
の
❞
中

〇

総
務
部
長
（
管

財
課
長
及
び
財

政
課
長
経
由
）

「

を
」

〇

管
財
課
長
財

政
課
長

「

に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
イ
の
❟
及

」

〇

総
務
部
長
（
管

財
課
長
及
び
財

政
課
長
経
由
）

会
計
管
理
者

（
会
計
課
長
経

由
）

「

を
」

〇

管
財
課
長
財

政
課
長
会
計

課
長

「

び
❠
中

に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
イ

」

総
務
部
長
（
管

財
課
長
経
由
）

「
を

」

管
財
課
長

管
財
課
長

「

の
❡
中

に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
イ
の
❢
中
「総

務
部
長

」

（
管
財
課
長
及
び
財
政
課
長
経
由
）
会
計
管
理
者
（
会
計
課
長
経
由
）

」
を
「管

財
課
長
財
政
課

〇

総
務
部
長
（
財

政
課
長
経
由
）

会
計
管
理
者

（
物
品
管
理
課

長
経
由
）

「

長
会
計
課
長

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
イ
の
❣
及
び
❤
中

」
を

〇

財
政
課
長
物

品
管
理
課
長

「

に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
イ
の
❥
中
「総

務
部
長
（
財
政
課
長
経
由
）

」

物
品
管
理
課
長

「
を

」

「

会
計
管
理
者
（
物
品
管
理
課
長
経
由
）

」
を
削
り
、

」

〇

総
務
部
長
（
財

政
課
長
経
由
）

会
計
管
理
者

（
物
品
管
理
課

長
経
由
）

「

に
改
め
、
同
項
の
⑴
の
イ
の
❦
及
び
❧
中

」
を

〇

財
政
課
長
物

品
管
理
課
長

「

に
改
め
、
別
表
第
一
の
⚒
の
表
⚔
の
項
の
⑼
中
「総

務
部
長
（
財
政

」
課
長
経
由
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
会
計
管
理
者
（
会
計
課
長
経
由
。
以
下
こ
の
項
に
お

二
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い
て
同
じ
。
）

」
を
「財

政
課
長
会
計
課
長

」
に
改
め
、
同
項
の
⒁
中
「総

務
部
長
会
計
管
理

者
」
を
「財

政
課
長
会
計
課
長

」
に
改
め
、
同
項
の
⚧
中
「会

計
課
長

」
を
削
り
、
同
項
の
⚲
中

「総
務
部
長

」
を
「財

政
課
長

」
に
改
め
、
同
表
⚖
の
項
の
⑷
及
び
⑸
中
「財

政
課
長

」
を
削
り
、
同

表
⚗
の
項
の
⑸
中
「総

務
部
長
（
管
財
課
長
経
由
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
を
「管

財
課

長

」
に
改
め
、
同
項
の
⑹
中
「総

務
部
長

」
を
「管

財
課
長

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
中
「総

務
部
長

」

を
「総

務
部
長
（
管
財
課
長
経
由
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
に
改
め
、
同
表
⚘
の
項
の

⑶
、
⑸
及
び
⑼
中
「物

品
管
理
課
長

」
を
削
る
。

別
表
第
二
の
⚕
の
項
中
⑴
及
び
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑴
と
し
、
⑷
を
⑵
と
し
、
同
項
の
⑸
中
「150万

円

」
を
「300万

円

」
に
改
め
、
同
項
中
⑸
を
⑶
と
し
、
⑹
を
⑷
と
し
、
⑺
を
⑸
と
し
、
同
項
の
⑻
中

「⑺

」
を
「⑸

」
に
改
め
、
同
項
の
⑻
を
同
項
の
⑹
と
す
る
。

「

別
表
第
三
の
１
の
表
管
財
課
の
部
⚓
の
項
の
⑴
中

○

「
を

」

○

に
改
め
、
同
部

」

⚖
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６
県
有
建
物
の
火

災
保
険
に
関
す
る

事
務

⑴
火
災
保
険
の
契
約
の
締
結
そ
の
他
の
県
有

建
物
の
火
災
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚒
の
表
統
計
分
析
課
の
部
⚑
の
項
の
⑴
を
削
り
、
同
項
の
⑵
中
「⑴

に
掲
げ
る
事
項
以

外
の

」
を
削
り
、
同
項
の
⑵
を
同
項
の
⑴
と
し
、
同
表
中
山
間
地
域
づ
く
り
推
進
課
の
部
⚔
の
項
中

「過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
12年

法
律
第
15号

」
を
「過

疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支

援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
⚓
年
法
律
第
19号

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
中
「過

疎
地
域
自
立
促
進

方
針

」
を
「過

疎
地
域
持
続
的
発
展
方
針

」
に
、
「第

⚕
条
第
⚑
項

」
を
「第

⚗
条
第
⚑
項

」
に
改

め
、
同
項
の
⑵
を
削
り
、
同
項
の
⑶
中
「過

疎
地
域
自
立
促
進
県
計
画
の
策
定
及
び
提
出
（
法
第
⚗
条

第
⚑
項

」
を
「過

疎
地
域
持
続
的
発
展
県
計
画
の
策
定
等
（
法
第
⚙
条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶

を
同
項
の
⑵
と
し
、
同
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚔
の
表
環
境
政
策
課
の
部
中
19
の
項
を
21
の
項
と
し
、
18
の
項
を
20
の
項
と
し
、
同
部

17
の
項
の
⑴
中
「第

⚓
条
第
⚒
項

」
を
「第

⚓
条
第
⚓
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑷
中
「第

12条
の
⚔
第

⚑
項

」
を
「第

12条
の
⚓
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑸
中
「第

12条
の
⚕

」
を
「第

12条
の
⚔

」
に

改
め
、
同
項
の
⑹
中
「第

12条
の
⚖

」
を
「第

12条
の
⚕
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑻
中
「⑺

」
を

「⑼

」
に
改
め
、
同
項
の
⑻
を
同
項
の
⑽
と
し
、
同
項
の
⑺
中
「第

20条

」
を
「第

20条
第
⚒
項

」
に

改
め
、
同
項
中
⑺
を
⑼
と
し
、
⑹
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑺
栄
養
塩
類
管
理
計
画
の
策
定
（
法
第
12条

の
６
第
１
項
）

〇

⑻
栄
養
塩
類
管
理
計
画
の
変
更
（
法
第
12条

の
７
第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚔
の
表
環
境
政
策
課
の
部
17
の
項
を
同
部
19
の
項
と
し
、
同
部
16
の
項
の
⑹
中
「第

13
条
の
⚒
第
⚑
項

」
を
「第

13条
の
⚒
第
⚑
項
、
第
13条

の
⚓
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
中
「第

13
条
の
⚓

」
を
「第

13条
の
⚔

」
に
改
め
、
同
項
の
⒂
中
「第

23条
第
⚔
項

」
を
「第

23条
第
⚓
項

」
に

改
め
、
同
項
を
同
部
18
の
項
と
し
、
同
部
15
の
項
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑵
と
し
、
⑷
か
ら
⑾
ま
で
を
⑶

か
ら
⑽
ま
で
と
し
、
同
項
の
⑿
中
「⑾

」
を
「⑽

」
に
改
め
、
同
項
の
⑿
を
同
項
の
⑾
と
し
、
同
項
を

同
部
17
の
項
と
し
、
同
部
中
14
の
項
を
16
の
項
と
し
、
⚘
の
項
か
ら
13
の
項
ま
で
を
二
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
⚗
の
項
を
⚘
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
特
定
特
殊
自
動

車
排
出
ガ
ス
の
規

制
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
17年
法

律
第
51号
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
技
術
基
準
適
合
命
令
（
法
第
18条

第
１

項
）

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚔
の
表
環
境
政
策
課
の
部
中
⚖
の
項
を
⚗
の
項
と
し
、
⚕
の
項
を
⚖
の
項
と
し
、
⚔
の

項
を
⚕
の
項
と
し
、
同
部
⚓
の
項
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑵
と
し
、
⑷
を
⑶
と
し
、
⑸
を
⑷
と
し
、
同
項

の
⑹
中
「⑸

」
を
「⑷

」
に
改
め
、
同
項
の
⑹
を
同
項
の
⑸
と
し
、
同
項
を
同
部
⚔
の
項
と
し
、
同
部

⚒
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
環
境
教
育
等
に

よ
る
環
境
保
全
の

取
組
の
促
進
に
関

す
る
法
律
（
平
成

15年
法
律
第
130

号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務

⑴
認
定
の
取
消
し
（
法
第
20条

の
６
第
１

項
）

○

⑵
⑴
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚔
の
表
生
活
衛
生
課
の
部
12
の
項
の
⑷
中
「第

59条
第
⚑
項

」
を
「第

64条
第
⚑
項

」

に
改
め
、
同
部
中
23
の
項
を
24
の
項
と
し
、
22
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

23
愛
玩
動
物
看
護

師
法
（
令
和
元
年

法
律
第
50号
。
以

⑴
愛
玩
動
物
看
護
師
養
成
所
の
指
定
（
法
第

31条
第
２
号
）

○

三
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下
こ
の
項
に
お
い

て
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑵
変
更
の
承
認
（
愛
玩
動
物
看
護
師
養
成
所

指
定
規
則
（
令
和
３
年
農
林
水
産
省
・
環
境

省
令
第
７
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
省

令
」
と
い
う
。
）
第
３
条
第
１
項
）

〇

⑶
報
告
の
徴
収
及
び
指
示
（
省
令
第
６
条
）

〇

⑷
愛
玩
動
物
看
護
師
養
成
所
の
指
定
の
取
消

し
（
省
令
第
７
条
）

〇

⑸
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

「

別
表
第
三
の
⚔
の
表
自
然
保
護
課
の
部
⚒
の
項
の
⑴
中

○

「
を
」

○

に
改
め
、

」

同
部
⚓
の
項
中
⑼
を
削
り
、
⑽
を
⑼
と
し
、
⑾
を
⑽
と
し
、
⑿
を
削
り
、
⒀
を
⑾
と
し
、
⒁
か
ら
⚦
ま

「

で
を
⑿
か
ら
⒆
ま
で
と
し
、
同
項
の
⚧
中

○

「
を
」

○

に
改
め
、
同
項
中
⚧
を
⒇
と
し
、

」

⚨
か
ら
⚴
ま
で
を
⚦
か
ら
⚲
ま
で
と
し
、
同
項
の
⚵
中
「⚴

」
を
「⚲

」
に
改
め
、
同
項
の
⚵
を
同
項

の
⚳
と
し
、
同
部
⚕
の
項
中
⒁
を
削
り
、
⒂
を
⒁
と
し
、
⒃
か
ら
⚧
ま
で
を
⒂
か
ら
⚦
ま
で
と
し
、
同

項
の
⚨
中
「⚧

」
を
「⚦

」
に
改
め
、
同
項
の
⚨
を
同
項
の
⚧
と
し
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
山
口
県
希
少
野

生
動
植
物
種
保
護

条
例
（
平
成
17年

山
口
県
条
例
第
８

号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
条

例
」
と
い
う
。
）

の
施
行
に
関
す
る

事
務

⑴
希
少
野
生
動
植
物
種
保
護
基
本
方
針
の
決

定
（
条
例
第
４
条
第
１
項
）

○
⑵
指
定
希
少
野
生
動
植
物
種
の
指
定
（
条
例

第
５
条
第
１
項
）

○

⑶
生
息
地
等
保
護
区
の
指
定
及
び
指
定
に
係

る
指
針
の
決
定
（
条
例
第
14条
第
１
項
、
第

２
項
）

〇

⑷
管
理
地
区
等
の
指
定
及
び
指
定
の
解
除

（
条
例
第
15条
第
１
項
、
第
２
項
、
第
16条

第
１
項
、
第
３
項
）

〇

⑸
損
失
の
補
償
（
条
例
第
21条
第
１
項
）

〇

⑹
保
護
増
殖
事
業
計
画
の
決
定
（
条
例
第
22

条
第
１
項
）

〇

⑺
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
条

例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
厚
政
課
の
部
⚑
の
項
の
⑿
中
「⑾

」
を
「⒂

」
に
改
め
、
同
項
中
⑿
を
⒃
と

し
、
⒃
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒀
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
（
法
第
125条

）

〇

⒁
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
の
認
可
（
法

第
142条

）

〇

⒂
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
等

（
法
第
145条

第
１
項
－
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
厚
政
課
の
部
⚑
の
項
中
⑾
を
⑿
と
し
、
⑹
か
ら
⑽
ま
で
を
⑺
か
ら
⑾
ま
で
と

し
、
同
項
の
⑸
中
「第

56条
第
⚓
項
、
第
⚔
項

」
を
「第

56条
第
⚗
項
、
第
⚘
項

」
に
改
め
、
同
項
の

⑸
を
同
項
の
⑹
と
し
、
同
項
の
⑷
中
「第

49条
第
⚒
項

」
を
「第

50条
第
⚓
項
、
第
54条

の
⚖
第
⚒

項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
同
項
の
⑵
中
「仮

理
事

」
を
「一

時
役
員
の
職

務
を
行
う
べ
き
者

」
に
、
「第

39条
の
⚓

」
を
「第

45条
の
⚖
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑵
を
⑶
と

し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選

任
（
法
第
42条
第
２
項
)

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
厚
政
課
の
部
15
の
項
の
⑴
中
「第

39条
第
⚑
号
－
第
⚓
号

」
を
「第

40条
第
⚒

項
第
⚑
号
－
第
⚓
号
、
第
⚕
号

」
に
改
め
、
同
表
健
康
増
進
課
の
部
⚙
の
項
の
⑾
中
「⑽

」
を
「⑾

」

に
改
め
、
同
項
中
⑾
を
⑿
と
し
、
⑽
を
⑾
と
し
、
⑼
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑽
入
院
患
者
又
は
結
核
患
者
の
療
養
費
の
支

給
の
決
定
（
法
第
42条
第
１
項
）

〇

保
健
所

別
表
第
三
の
⚕
の
表
薬
務
課
の
部
⚒
の
項
の
⑵
中
「第

⚗
条
第
⚓
項

」
を
「第

⚗
条
第
⚔
項

」
に
改

め
、
同
項
の
⑺
中
「第

28条
第
⚓
項

」
を
「第

28条
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑼
中
「第

35条
第
⚓

項

」
を
「第

35条
第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⒅
中
「医

薬
品
等
の
製
造
業
者

」
を
「医

薬
品
の
製
造

販
売
業
者
等

」
に
改
め
、
同
項
の
⚨
中
「⚧

」
を
「⚩

」
に
改
め
、
同
項
中
⚨
を
⚪
と
し
、
⚧
を
⚩
と

し
、
⚩
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚨
地
域
連
携
薬
局

等
の
認
定
証
の
書

換
え
交
付
及
び
再

交
付
（
政
令
第
２

条
の
８
、
第
２
条

の
９
）

下
関
市
の
区
域
に
存
す

る
営
業
所
等
に
係
る
も

の

〇

そ
の
他
の
区
域
に
存
す

る
営
業
所
等
に
係
る
も

の

〇

保
健
所

別
表
第
三
の
⚕
の
表
薬
務
課
の
部
⚒
の
項
の
⚦
中
「第

⚑
条
の
⚕
、
第
⚑
条
の
⚖

」
を
「第

⚒
条
の

⚓
、
第
⚒
条
の
⚔

」
に
改
め
、
同
項
の
⚦
を
同
項
の
⚧
と
し
、
同
項
の
⒇
中
「医

療
機
器
等

」
を
「医

薬
品
等

」
に
改
め
、
同
項
の
⒇
を
同
項
の
⚦
と
し
、
同
項
の
⒆
中
「取

消
し

」
を
「取

消
し
等

」
に
改

四
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め
、
同
項
中
⒆
を
⒇
と
し
、
⒅
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⒆
地
域
連
携
薬
局
等
の
認
定
の
取
消
し
（
法

第
75条
第
４
項
、
第
５
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
長
寿
社
会
課
の
部
⚑
の
項
の
⑽
中
「⑼

」
を
「⒀

」
に
改
め
、
同
項
中
⑽
を
⒁

と
し
、
⒁
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑾
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
（
法
第
125条

）

〇

⑿
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
の
認
可
（
法

第
142条

）

〇

⒀
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
等

（
法
第
145条

第
１
項
－
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
長
寿
社
会
課
の
部
⚑
の
項
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑹
か
ら
⑻
ま
で
を
⑺
か
ら
⑼
ま
で

と
し
、
同
項
の
⑸
中
「第

56条
第
⚓
項
、
第
⚔
項

」
を
「第

56条
第
⚗
項
、
第
⚘
項

」
に
改
め
、
同
項

の
⑸
を
同
項
の
⑹
と
し
、
同
項
の
⑷
中
「第

49条
第
⚒
項

」
を
「第

50条
第
⚓
項
、
第
54条

の
⚖
第
⚒

項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
同
項
の
⑵
中
「仮
理
事

」
を
「一

時
役
員
の
職

務
を
行
う
べ
き
者

」
に
、
「第

39条
の
⚓

」
を
「第

45条
の
⚖
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑵
を
⑶
と

し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選

任
（
法
第
42条
第
２
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
長
寿
社
会
課
の
部
⚓
の
項
の
⑶
中
「認

知
症
対
応
型
老
人
協
同
生
活
援
助
事

業

」
を
「認

知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
中
「⑹
」
を
「⑺

」
に
改

め
、
同
項
中
⑺
を
⑻
と
し
、
⑹
を
⑺
と
し
、
⑸
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑹
県
老
人
福
祉
計
画
の
策
定
（
法
第
20条
の

９
第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
長
寿
社
会
課
の
部
⚘
の
項
の
⚨
中
「⚧

」
を
「⚨

」
に
改
め
、
同
項
中
⚨
を
⚩

と
し
、
⚧
を
⚨
と
し
、
⚦
を
⚧
と
し
、
⒇
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⚦
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
の
策
定
（
法

第
118条

第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
障
害
者
支
援
課
の
部
⚑
の
項
の
⑽
中
「⑼

」
を
「⒀

」
に
改
め
、
同
項
中
⑽
を

⒁
と
し
、
⒁
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑾
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
（
法
第
125条

）

〇

⑿
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
の
認
可
（
法

第
142条

）

〇

⒀
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
等

（
法
第
145条

第
１
項
－
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
障
害
者
支
援
課
の
部
⚑
の
項
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑹
か
ら
⑻
ま
で
を
⑺
か
ら
⑼
ま

で
と
し
、
同
項
の
⑸
中
「第

56条
第
⚓
項
、
第
⚔
項

」
を
「第

56条
第
⚗
項
、
第
⚘
項

」
に
改
め
、
同

項
の
⑸
を
同
項
の
⑹
と
し
、
同
項
の
⑷
中
「第

49条
第
⚒
項

」
を
「第

50条
第
⚓
項
、
第
54条

の
⚖
第

⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
同
項
の
⑵
中
「仮

理
事

」
を
「一

時
役
員
の

職
務
を
行
う
べ
き
者

」
に
、
「第

39条
の
⚓

」
を
「第

45条
の
⚖
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑵
を
⑶

と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選

任
（
法
第
42条
第
２
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
障
害
者
支
援
課
の
部
⚓
の
項
の
⑴
中
「身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
（
法
第
15条

第
⚔
項

」
を
「医

師
の
指
定
及
び
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
（
法
第
15条

第
⚑
項
、
第
⚔
項

」
に
改

め
、
同
部
⚕
の
項
の
⑸
中
「⑷

」
を
「⑹

」
に
改
め
、
同
項
中
⑸
を
⑺
と
し
、
⑵
か
ら
⑷
ま
で
を
⑷
か

ら
⑹
ま
で
と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
（
法
第

54条
第
２
項
）

〇

山
口
県

身
体
障

害
者
更

生
相
談

所

⑶
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
等
に
対
す
る
報

告
の
徴
収
及
び
検
査
（
法
第
66条
第
１
項
）

◎

別
表
第
三
の
⚕
の
表
こ
ど
も
政
策
課
の
部
⚑
の
項
の
⑽
中
「⑼

」
を
「⒀

」
に
改
め
、
同
項
中
⑽
を

⒁
と
し
、
⒁
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑾
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
（
法
第
125条

）

〇

⑿
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
の
認
可
（
法

第
142条

）

〇

⒀
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
等

（
法
第
145条

第
１
項
－
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
こ
ど
も
政
策
課
の
部
⚑
の
項
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑹
か
ら
⑻
ま
で
を
⑺
か
ら
⑼
ま

で
と
し
、
同
項
の
⑸
中
「第

56条
第
⚓
項
、
第
⚔
項

」
を
「第

56条
第
⚗
項
、
第
⚘
項

」
に
改
め
、
同

五
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項
の
⑸
を
同
項
の
⑹
と
し
、
同
項
の
⑷
中
「第

49条
第
⚒
項

」
を
「第

50条
第
⚓
項
、
第
54条

の
⚖
第

⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
同
項
の
⑵
中
「仮

理
事

」
を
「一

時
役
員
の

職
務
を
行
う
べ
き
者

」
に
、
「第

39条
の
⚓

」
を
「第

45条
の
⚖
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑵
を
⑶

と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選

任
（
法
第
42条
第
２
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
こ
ど
も
家
庭
課
の
部
⚑
の
項
の
⑽
中
「⑼

」
を
「⒀

」
に
改
め
、
同
項
中
⑽
を

⒁
と
し
、
⒁
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑾
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
（
法
第
125条

）

〇

⑿
代
表
理
事
の
選
定
及
び
解
職
の
認
可
（
法

第
142条

）

〇

⒀
社
会
福
祉
連
携
推
進
認
定
の
取
消
し
等

（
法
第
145条

第
１
項
－
第
３
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
こ
ど
も
家
庭
課
の
部
⚑
の
項
中
⑼
を
⑽
と
し
、
⑹
か
ら
⑻
ま
で
を
⑺
か
ら
⑼
ま

で
と
し
、
同
項
の
⑸
中
「第

56条
第
⚓
項
、
第
⚔
項

」
を
「第

56条
第
⚗
項
、
第
⚘
項

」
に
改
め
、
同

項
の
⑸
を
同
項
の
⑹
と
し
、
同
項
の
⑷
中
「第

49条
第
⚒
項

」
を
「第
50条

第
⚓
項
、
第
54条

の
⚖
第

⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑷
を
⑸
と
し
、
⑶
を
⑷
と
し
、
同
項
の
⑵
中
「仮

理
事

」
を
「一

時
役
員
の

職
務
を
行
う
べ
き
者

」
に
、
「第

39条
の
⚓

」
を
「第

45条
の
⚖
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑵
を
⑶

と
し
、
⑴
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑵
一
時
評
議
員
の
職
務
を
行
う
べ
き
者
の
選

任
（
法
第
42条
第
２
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚕
の
表
こ
ど
も
家
庭
課
の
部
⚒
の
項
の
⑴
中
「の

制
限

」
を
「及

び
小
規
模
住
居
型
児

童
養
育
事
業
の
制
限

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
中
「第

⚗
項

」
を
「第

12項

」
に
改
め
、
同
部
⚓
の
項
の

⑴
中
「第

11条
第
⚓
項

」
を
「第
11条

第
⚔
項

」
に
改
め
、
同
部
⚕
の
項
中
⑵
及
び
⑶
を
削
り
、
⑷
を

⑵
と
し
、
⑸
及
び
⑹
を
削
り
、
⑺
を
⑶
と
し
、
⑻
及
び
⑼
を
削
り
、
⑽
を
⑷
と
し
、
同
項
の
⑾
中

「⑽

」
を
「⑷

」
に
改
め
、
同
項
の
⑾
を
同
項
の
⑸
と
し
、
同
表
の
備
考
⚑
中
「〇

印

」
を
「〇

印
及

び
◎
印

」
に
改
め
、
同
備
考
中
⚒
を
⚓
と
し
、
⚑
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
決
裁
権
者
欄
に
◎
印
を
付
し
た
事
務
は
、
本
庁
と
出
先
機
関
の
共
管
と
す
る
。

別
表
第
三
の
⚗
の
表
観
光
政
策
課
の
部
⚒
の
項
の
⑹
中
「⑸

」
を
「⑻

」
に
改
め
、
同
項
の
⑹
を
同

項
の
⑼
と
し
、
同
項
の
⑸
中
「第

23条
第
⚑
項

」
を
「第

64条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
中
⑸
を
⑻
と

し
、
⑷
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

⑸
旅
行
サ
ー
ビ
ス
手
配
業
者
の
登
録
の
拒
否

（
法
第
26条
）

〇

⑹
業
務
改
善
命
令
（
法
第
36条
）

〇

⑺
登
録
の
取
消
し
等
（
法
第
37条
）

〇

別
表
第
三
の
⚗
の
表
観
光
政
策
課
の
部
⚓
の
項
の
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
地
域
通
訳
案
内
士
育
成
等
計
画
の
策
定
等

（
法
第
54条
第
１
項
、
第
６
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚗
の
表
観
光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室
の
部
中
「観

光
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
室

」
を
「観

光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
推
進
室

」
に
改
め
、
同
部
⚒
の
項
の
⑵
中
「第

⚔
条
第
⚒
項

」
を
「第

⚔
条
第
⚑

項

」
に
改
め
、
同
表
文
化
振
興
課
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

２
文
化
財
保
護
法

（
昭
和
25年
法
律

第
214号

。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て

「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
重
要
文
化
財
に
係
る
管
理
団
体
の
指
定
に

つ
い
て
の
同
意
（
法
第
32条
の
２
第
２
項
）

○

⑵
登
録
有
形
文
化
財
に
係
る
所
有
者
不
明
等

の
旨
の
申
出
（
法
第
60条
第
３
項
）

○

⑶
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
仮
指
定
（
法
第

110条
第
１
項
）

〇

⑷
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
仮
指
定
の
解
除

（
法
第
112条

第
１
項
）

〇

⑸
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
に
係
る
管
理
団
体

の
指
定
に
つ
い
て
の
同
意
（
法
第
113条

第
２
項
）

〇

⑹
国
の
所
有
に
属
す
る
重
要
文
化
財
等
に
係

る
管
理
の
指
定
に
つ
い
て
の
同
意
（
法
第

172条
第
２
項
）

〇

⑺
⑴
か
ら
⑹
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

３
山
口
県
文
化
財

保
護
条
例
（
昭
和

40年
山
口
県
条
例

第
10号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に

関
す
る
事
務

⑴
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
（
条
例
第
４

条
第
１
項
）

○

⑵
県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
の
解
除
（
条

例
第
５
条
第
１
項
）

○

⑶
県
指
定
無
形
文
化
財
の
指
定
（
条
例
第
26

条
第
１
項
）

〇

⑷
県
指
定
無
形
文
化
財
の
指
定
の
解
除
（
条

例
第
27条
第
１
項
）

〇
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⑸
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
及
び
県
指
定
無

形
民
俗
文
化
財
の
指
定
（
条
例
第
32条
第
１

項
）

〇

⑹
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
及
び
県
指
定
無

形
民
俗
文
化
財
の
指
定
の
解
除
（
条
例
第
33

条
第
１
項
）

〇

⑺
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
指
定

（
条
例
第
37条
第
１
項
）

〇

⑻
県
指
定
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
の
指
定
の

解
除
（
条
例
第
38条
第
１
項
）

〇

⑼
県
選
定
保
存
技
術
の
選
定
（
条
例
第
42条

第
１
項
）

〇

⑽
県
選
定
保
存
技
術
の
選
定
の
解
除
（
条
例

第
43条
第
１
項
）

〇

⑾
⑴
か
ら
⑽
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
条

例
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

〇

４
銃
砲
刀
剣
類
所

持
等
取
締
法
（
昭

和
33年
法
律
第
６

号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
規

定
に
基
づ
く
古
式

銃
砲
及
び
刀
剣
類

の
登
録
並
び
に
刀

剣
類
の
製
作
の
承

認
に
関
す
る
事
務

⑴
古
式
銃
砲
又
は
刀
剣
類
の
登
録
（
法
第
14

条
第
１
項
）
そ
の
他
の
法
の
規
定
に
基
づ
く

古
式
銃
砲
及
び
刀
剣
類
の
登
録
並
び
に
刀
剣

類
の
製
作
の
承
認
に
関
す
る
こ
と
。

○

別
表
第
三
の
⚘
の
表
農
林
水
産
政
策
課
の
部
⚘
の
項
の
⒀
を
削
り
、
同
項
の
⒁
中
「⒀

」
を
「⑿

」

に
改
め
、
同
項
の
⒁
を
同
項
の
⒀
と
し
、
同
部
⚙
の
項
の
⑺
中
「第

85条
の
⚙
第
⚓
項

」
を
「第

85条
の
13第

⚓
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⒀
を
削
り
、
同
項
の
⒁
中
「⒀

」
を
「⑿

」
に
改
め
、
同
項
の
⒁
を

同
項
の
⒀
と
し
、
同
表
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
の
部
⚑
の
項
の
⑴
を
削
り
、
同
項
の
⑵
中
「⑴

に
掲
げ
る
事
項
以
外

」
を
「貸
付
金
の
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
の
承
認
の
申
請
（
法
第
⚒
条
第
⚓
項
第
⚑

号
）
そ
の
他

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
を
同
項
の
⑴
と
し
、
同
部
⚔
の
項
の
⑴
か
ら
⑷
ま
で
を
削
り
、
同

項
の
⑸
中
「規

則

」
を
「山

口
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
平
成
15年

山
口
県
規
則
第

76号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）

」
に
改
め
、
同
項
中
⑸
を
⑴
と
し
、
⑹
を
⑵
と

し
、
同
項
の
⑺
中
「か

ら
⑹
ま
で

」
を
「及

び
⑵

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
を
同
項
の
⑶
と
し
、
同
部
⚖

の
項
の
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

⑴
沿
岸
漁
業
改
善

資
金
の
貸
付
け
の

決
定
等
（
山
口
県

貸
付
金
の
額
が
300万

円
以
上
の
も
の

〇

沿
岸
漁
業
改
善
資

金
貸
付
規
則
（
昭

和
54年
山
口
県
規

則
第
66号
）
第
８

条
）

貸
付
金
の
額
が
300万

円
未
満
の
も
の

〇

別
表
第
三
の
⚘
の
表
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課
の
部
⚖
の
項
の
⑵
を
削
り
、
同
項
の
⑶
中
「及

び
⑵

」
を
削
り
、
同
項
の
⑶
を
同
項
の
⑵
と
し
、
同
部
⚗
の
項
の
⑴
を
削
り
、
同
項
の
⑵
中
「⑴

に
掲
げ

る
事
項
以
外

」
を
「貸

付
金
の
限
度
額
を
超
え
る
こ
と
の
承
認
（
法
第
⚒
条
第
⚓
項
第
⚑
号
）
そ
の

他

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
を
同
項
の
⑴
と
し
、
同
部
⚘
の
項
の
⑴
中
「第

65条
）

」
を
「第

65条
）
そ

「

の
他
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

」
に
、

○

「
を
」

○

に
改
め
、
同
項
の
⑵
を

」

削
り
、
同
部
⚙
の
項
の
⑴
及
び
⑵
を
削
り
、
同
項
の
⑶
中
「⑴

及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外

」
を
「供

給
価
格
の
決
定
そ
の
他

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶
を
同
項
の
⑴
と
し
、
同
部
10
の
項
の
⑴
及
び
⑵
を
削

り
、
同
項
の
⑶
中
「⑴

及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外

」
を
「事

業
場
の
登
録
（
法
第
⚓
条
第
⚑
項
）
そ

の
他

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶
を
同
項
の
⑴
と
し
、
同
部
11
の
項
の
⑵
を
削
り
、
同
項
の
⑶
中
「及

び
⑵

」
を
削
り
、
同
項
の
⑶
を
同
項
の
⑵
と
し
、
同
部
12
の
項
の
⑵
を
削
り
、
同
項
の
⑶
中
「及

び
⑵

」

を
削
り
、
同
項
の
⑶
を
同
項
の
⑵
と
し
、
同
部
14
の
項
の
⑸
を
削
り
、
同
項
の
⑹
中
「⑸

」
を
「⑷

」

に
改
め
、
同
項
の
⑹
を
同
項
の
⑸
と
し
、
同
部
16
の
項
中
「農

林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律

」

を
「日

本
農
林
規
格
等
に
関
す
る
法
律

」
に
改
め
、
同
項
の
⑴
中
「第

⚘
条
第
⚑
項
）

」
を
「第

⚔
条

「

第
⚑
項
）
そ
の
他
の
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

」
に
、

○

「
を

」

○

に
改
め
、

」

「

同
表
農
村
整
備
課
の
部
⚑
の
項
の
⑴
中

○

「
を
」

○

に
改
め
、
同
表
畜
産
振
興
課

」

の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

18
畜
舎
等
の
建
築

等
及
び
利
用
の
特

例
に
関
す
る
法
律

（
令
和
３
年
法
律

第
34号
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て

「
法
」
と

い
う
。
）
の
施
行
に

⑴
措
置
命
令
等
（
法
第
15条
）

〇

⑵
認
定
の
取
消
し
等
（
法
第
16条
第
２
項
、

第
３
項
）

〇

⑶
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
事
項
以
外
の
法
の
施

行
に
関
す
る
こ
と
。

〇 六
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関
す
る
事
務

別
表
第
三
の
⚘
の
表
水
産
振
興
課
の
部
⚑
の
項
の
⑴
か
ら
⑹
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
⑺
中
「⑴

か
ら

⑹
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
以
外

」
を
「沿

岸
水
産
資
源
開
発
区
域
の
指
定
等
（
法
第
⚕
条
第
⚑
項
－
第
⚓

項
）
そ
の
他

」
に
改
め
、
同
項
の
⑺
を
同
項
の
⑴
と
し
、
同
部
⚒
の
項
中
⑶
を
削
り
、
⑷
を
⑶
と
し
、

⑸
を
削
り
、
⑹
を
⑷
と
し
、
⑺
を
⑸
と
し
、
同
項
の
⑻
中
「⑺

」
を
「⑸

」
に
改
め
、
同
項
の
⑻
を
同

「

項
の
⑹
と
し
、
同
部
⚓
の
項
の
⑵
中

○

「
を
」

○

に
改
め
、
同
項
の
⑶
か
ら
⑿
ま

」

で
を
削
り
、
同
項
の
⒀
中
「か

ら
⑿
ま
で

」
を
「及

び
⑵

」
に
改
め
、
同
項
の
⒀
を
同
項
の
⑶
と
し
、

同
部
⚕
の
項
の
⑴
を
削
り
、
同
項
の
⑵
中
「⑴

に
掲
げ
る
事
項
以
外

」
を
「検

査
を
受
け
る
べ
き
旨
の

命
令
（
法
第
⚗
条
の
⚒
第
⚒
項
）
そ
の
他

」
に
改
め
、
同
項
の
⑵
を
同
項
の
⑴
と
し
、
同
部
⚗
の
項
中

⑴
か
ら
⑻
ま
で
を
削
り
、
⑼
を
⑴
と
し
、
⑽
を
⑵
と
し
、
⑾
を
⑶
と
し
、
⑿
を
削
り
、
⒀
を
⑷
と
し
、

「

⒁
か
ら
⚪
ま
で
を
⑸
か
ら
⒃
ま
で
と
し
、
同
項
の
⚫
中

○

「
を
」

○

に
改
め
、
同

」

「

項
の
⚫
を
同
項
の
⒄
と
し
、
同
項
の
⚬
中

○

「
を
」

○

に
改
め
、
同
項
中
⚬
を
⒅
と

」
「

し
、
⚭
を
⒆
と
し
、
⚮
を
削
り
、
⚯
を
⒇
と
し
、
同
項
の
⚰
中

○

「
を

」

○

に
改
め
、

」

「

同
項
の
⚰
を
同
項
の
⚦
と
し
、
同
項
の
⚱
中

○

「
を

」

○

に
改
め
、
同
項
中
⚱
を
⚧
と

」

「

し
、
⚲
か
ら
⚴
ま
で
を
⚨
か
ら
⚪
ま
で
と
し
、
同
項
の
⚵
中

○

「
を
」

○

に
改
め
、
同

」

項
中
⚵
を
⚫
と
し
、
⚶
か
ら
⚸
ま
で
を
⚬
か
ら
⚮
ま
で
と
し
、
⚹
及
び
⚺
を
削
り
、
⚻
を
⚯
と
し
、
⚼

か
ら
⛀
ま
で
を
⚰
か
ら
⚴
ま
で
と
し
、
⛁
及
び
⛂
を
削
り
、
⛃
を
⚵
と
し
、
⛄
を
削
り
、
⛅
を
⚶
と

し
、
⛆
を
⚷
と
し
、
⛇
を
削
り
、
⛈
を
⚸
と
し
、
⛉
を
⚹
と
し
、
⛊
を
削
り
、
⛋
を
⚺
と
し
、
⛌
を
⚻

と
し
、
同
項
の
⛍
中
「⛌

」
を
「⚻

」
に
改
め
、
同
項
の
⛍
を
同
項
の
⚼
と
し
、
同
部
⚙
の
項
の
⑴
中

「
○

「
を

」

○

に
」

「
○

「
を
」

○

に
改
め
、
同
部
10
の
項
の
⑴
中

」

改
め
、
同
部
11
の
項
中
⑶
及
び
⑷
を
削
り
、
⑸
を
⑶
と
し
、
同
項
の
⑹
中
「⑸

」
を
「⑶

」
に
改
め
、

同
項
の
⑹
を
同
項
の
⑷
と
し
、
同
表
漁
港
漁
場
整
備
課
の
部
10
の
項
を
削
り
、
別
表
第
三
の
⚙
の
表
道

路
建
設
課
の
部
⚒
の
項
の
⑵
中
「第

⚙
条
第
⚑
項

」
を
「第

18条
第
⚑
項

」
に
改
め
、
同
項
の
⑶
中

「第
10条
第
⚒
項

」
を
「第

19条
第
⚒
項

」
に
改
め
、
同
表
建
築
指
導
課
の
部
11
の
項
の
⑺
中

「
○

「
を
」

○

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

」

16
長
期
優
良
住
宅

の
普
及
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平

成
20年
法
律
第
87

号
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務

⑴
認
定
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
基
づ

く
建
築
に
係
る
住
宅
の
容
積
率
の
特
例
の
許

可
（
法
第
18条
第
１
項
）

〇

別
表
第
三
の
⚙
の
表
住
宅
課
の
部
⚗
の
項
中
「平

成
20年
法
律
第
87号
。

」
を
削
る
。

別
表
第
四
会
計
課
の
部
⚒
の
項
の
⑴
中
「補

償
、
補
塡 て
ん及
び
賠
償
金

」
を
「補

償
、
補
塡
及
び
賠
償

金

」
に
、
「賃

金
報
償
費

」
を
「報

償
費

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
四
月
一
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
四
年
四
月
一
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事
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